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２－参考１

津市榊原自然の森温泉保養館の今後の在り方及び施設整備の進め

方について

１ 経緯

  津市榊原自然の森温泉保養館（以下「湯の瀬」といいます。）は、昭和６

３年８月に久居市が、榊原地域の資源である名湯榊原温泉を適切かつ有効に

活用し、湯を媒体としたコミュニティの推進と市民の健康増進を図り、市民

生活の向上と観光振興に寄与する役割を担い、開設した温浴施設です。

  施設は、建築後３０年が経過し、建物や機械、設備の修繕が年々増加し、

設備の一部を修繕のために休止するなど、利用者に度々御迷惑を掛けており、

この状況を解消するためにも早急に整備を進めなければなりません。

  施設運営は、開設から市が直営してきましたが、市民サービスの向上と経

費節減を目指して、平成２５年１０月１日からフロント等運営業務の一部業

務委託を導入しました。これにより、一定の効果が得られ今日に至っていま

すが、更に効率的な運営に努めていく必要があります。

  このような施設の老朽化及び施設運営の現状から、施設整備の方向性につ

いて、次のとおり定めることとします。

２ 施設調査

  施設整備の方向性を定めるに当たり、まず、建物や機械設備の現状と運営

状況を十分に把握した上で検討する必要があるため、平成２９年度に施設現

状調査及び運営状況調査を実施しました。

施設現状調査

現在の建物の耐用年数は約５０年であり、建物及び機械設備の現状調査

と改修量の把握調査の結果、躯体については十分に利用できる状況でした。

しかし、屋根、外壁、内壁、特に機械及び電気設備は、大部分が更新ある

いは大規模な改修が必要であり、改修案の試算では、概算コストは約６億

５，０００万円、残耐用年数２０年で割った年換算費用は約３，２００万

円となりました。

これに対して、建築コストを下げるため躯体構造を鉄骨造に変更し、現

在の施設規模を維持した新築案の試算では、概算コストは約７億４，００

０万円、耐用年数３０年とした年換算費用は約２，４００万円となりまし
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た。

   また、現在の敷地は、施設の東面及び西面とも崖地法面であり、この場

所へ新築又は大規模改修を行う場合、三重県建築基準条例第６条（以下

「崖条例」といいます。）への対応が必要であるため、敷地法面について

の調査も行いました。

   調査結果は、現状における安全性は確保されていましたが、この敷地へ

の建て替え又は大規模改修の際には、崖条例に対応するための更に詳細な

調査が必要となり、その結果によっては法面の安全対策工事の費用の捻出

が懸念されます。

施設運営状況調査

   これまでの利用者の推移及び歳入歳出の状況の検証並びに利用者及び地

域への聞き取りなどを久居総合支所において実施しました。

   年間最高利用者数は、平成５年度の２７１，１１９人で、その後徐々に

減少しましたが、平成１６年度以降は約１７万人から約１８万人を維持し

ており、平成２８年度も１６９，１４１人の利用となっているものの、利

用者の高齢化により利用料収入は年々僅かながら減少しています。

   歳入歳出の状況は、利用料の減少により歳入総額も年々減少しています

が、平成２５年度における１，４６９万円の収支不足は、民間への一部業

務委託などの歳出削減効果により、平成２７年度は６３４万円、平成２８

年度は８２８万円と改善しています。

   また、利用者等への聞き取りでは、年々高齢化が進む中、駐車場と施設

の高低差約１０ｍ、距離約８０ｍという急勾配と距離の解消への要望が多

いため、このことが利用者減少の一つとして考えられるなど、立地面の課

題も整理していく必要があります。

３ 公設整備の検討

利用者及び地域住民からは一層の施設の整備、充実を望む声が多く聞かれ

ます。特に、地元榊原地域と榊原温泉の旅館営業者からは、榊原温泉の情報

発信拠点だけでなく、多くの人が集う集客交流拠点としての役割も期待され

ています。

この状況を踏まえた上で、施設現状調査及び施設運営状況調査に基づき、

公設整備で最適と考えられる施設を崖地法面の影響がなく、駐車場との急勾

配と距離の課題を解消できるテニスコート及び第２駐車場へ移転し整備する

ことで検討したところ、施設面積を将来の利用者増にも備えた上で現施設の
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８割程度の面積にするなど、建築コストの合理化を図っても現在の施設機能

をより充実させる整備が可能な状況であり、試算結果では、建築コストは約

６億５，０００万円、耐用年数３０年とした年換算費用は約２，１００万円

となります。

４ 民間活力を導入した整備手法の検討

  公設整備の一方で、民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用す

る効果が認められる公共施設については、民間事業者を活用することにより、

より効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実現し、これにより新たなビ

ジネスの機会を拡大して、地域経済の好循環を生み出すとともに公的負担の

抑制を図ることができる多様な官民連携の手法の導入を検討することとされ

ています。

  湯の瀬は、運営管理の一部を民間に委託し、経費の節減と円滑な施設運営

をおおむね実現していますが、今回の整備は、老朽化した施設の着実な改修・

整備を図るだけでなく、公的負担の抑制を図りつつ、一層の集客の確保や、

顧客満足度の向上等、当該施設を本市の貴重なブランドである榊原温泉を代

表する温浴観光施設として、附帯施設の整備等も含め、榊原自然の森全体の

魅力向上を目指すものです。

  そのためには、顧客の価値観の多様化や観光需要の変化を的確に捉えると

ともに、地域の貴重な資源である各種の地域住民活動との適切な連携等、榊

原温泉の有する強みを最大限に発揮させる中で、施設の改修整備から運営に

至るまで、将来を見据えた幅広い経営能力や技術的能力の導入等、多様な主

体の参画を図っていくことにより新たな付加価値を創出できる可能性があり

ます。

  このことから、公設による整備手法に加え、次のとおり民間活力を導入し

た整備手法についても比較・検討し、効率的かつ効果的な手法があれば民間

活力の導入を図ります。

５ 事業手法の決定の進め方

民間活力の導入といった官民連携の各種手法の検討を始めるに当たっては、

関心表明を募集します。

関心表明の募集に際しては、湯の瀬の新築又は改修と合わせた榊原自然の

森エリアの再整備、榊原温泉の民間既存施設の利活用など、自由で多様な事

業の提案を求めます。

提案は、詳細になるほど費用と時間が必要となりますので、最初は意思と
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手法の骨格程度での表明を頂き、相応の時間を取って詳細な提案を頂くこと

とします。

応募のあった提案と公設整備手法との比較検討を行い、事業手法を決定し

ます。

６ スケジュール

  平成３０年 ６月 関心表明の募集開始

  平成３０年１２月 事業手法の決定に必要な経費の予算計上

  平成３１年 １月 関心表明の締切り

  平成３１年 ２月 公設整備手法と関心表明手法の比較検討

  平成３１年 ４月 事業手法の決定



２－参考２

施設整備の検討及び民間活力導入の検討に至るプロセス

津市榊原自然の森温泉保養館
施設現状調査業務委託

・躯体構造は、鉄筋コンクリートのため利用可
・躯体以外の屋根、外壁、内壁、機械及び電気
  設備は、ほとんど利用不可

新築案(30年案) 改修案(20年案)

敷 地 移　転 現　状

費 用 約7億4,000万円 約6億5,000万円

年 換 算 年 数 30 年 20 年

年 換 算 費 用 約2,400万円/年 約3,200万円／年

津市榊原自然の森温泉保養館
敷地法面点検調査業務委託

・現在の法面は、安全性を確保
・新築又は大規模改修の場合は、崖条例への対
　応が必要

崖条例への対応 不　要 要

法面の詳細調査 不　要 要

津市榊原自然の森温泉保養館
施設運営状況調査

・利用者は、年間約１７万人から約１８万人
・高齢の利用者から、駐車場からの距離と急勾
　配の解消の要望

公設整備の検討

・建設コスト検討：躯体を鉄骨造へ変更
・建築場所検討：崖条例への対応、駐車場から
  の距離と急勾配の解消
・施設規模検討：現況規模の見直し

整 備 案 新築案(縮小・移転案) 民間活力の導入の検討

費 用 約6億5,000万円 ・民間の資金の活用
・民間の経営能力の活用
・民間の技術的能力の活用

年 換 算 年 数 30 年

年 換 算 費 用 約2,100万円/年

事業手法の決定
・検討委員会等を設置（募集、選考等含む。）
　公設又は民間活力の導入を比較検討し精査

事業者の募集及び選考 ・募集要項、要求水準及び選考審査基準の策定

・概要申出（自由で多様な発想を募集）
・事業者による事業手法の提案

関心表明の募集
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津市榊原自然の森エリア平面図 
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榊原自然の森温泉保養館
（湯の瀬）


